
【ご注意】
国民年金及びｉＤｅＣｏの手続きではありません。

国民年金基金オンライン手続きサービス
～電子申請編～

※本書で使用している画面は、マイナポータルやe-私書箱の仕様変
更等により若干異なる場合がありますのでご了承ください。

国民年金基金は、自営業者・フリーランスなど国民年金の第１号被保険
者の方が任意で加入する年金制度です。国民年金（老齢基礎年金及び付

加年金）とは異なり、国民年金に関する手続きはできませんの
で、ご注意ください。

諸手続き
各種届書を電子申請
する。



国民年金基金オンライン手続きサービスの説明マニュアルの構成を示します。

国民年金基金オンライン手続きサービスとｅ-私書箱の
アカウント作成・連携

電子交付データの受取
オンラインでの電子申請

～事前準備編～

～電子交付編～ ～電子申請編～

・マイナポータルの利用者登録
・e-私書箱のアカウント作成
・国民年金基金オンライン手続きサービスの利用申込
・国民年金基金オンライン手続きサービスへのログインとe-私書箱連携

・「社会保険料控除証明書」を受け取る
・「公的年金等の源泉徴収票」を受け取る ・加入中の方の手続き

（掛金をお支払い中の方）
・年金の受取手続きを希望する方の手続き
・受給中の方の手続き
（年金をお受取中の方）

本紙での説明範囲

国民年金基金オンライン手続きサービスを利用するために必要な事
前準備について説明します。

電子データでの受取方法について説明します。 本人が行う電子申請のお手続き方法について説明
します。※

～電子申請（ご本人以外）編～

ご家族が行う電子申請のお手続き方法につい
て説明します。

オンラインでの電子申請
・死亡に関する手続き
・受給者の所在不明に関する手続き

※在外居住者、もしくは海外への移住を予定
されている方等はお手続きを行うことができ
ません。

はじめに 説明マニュアルの構成



概要
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氏名・住所・
電話変更

加入中の方（掛金をお支払中の方）

年金の受取手続きを希望する方

国民年金基金に関する以下の手続きを電子申請することができます。

受給中の方（年金をお受取中の方）

氏名・住所・
電話変更

※年金請求手続きは受給権発生日（60歳または65歳の誕生日前日）
よりお手続きが可能になります。

年金請求

払渡希望機関
変更

証書の再発行

証書の再発行

証書の再発行

国民年金基金オンライン手続きサービスへ
のアクセスはこちら

URL：
https://www.npfa.or.jp/kikin-onlinetetsuduki.html

https://www.npfa.or.jp/kikin-onlinetetsuduki.html
https://www.npfa.or.jp/kikin-onlinetetsuduki.html
https://www.npfa.or.jp/kikin-onlinetetsuduki.html


１．事前にご準備いただくもの

マイナンバー
カード取得

マイナポータルとe-私書箱の登録・連携

ご利用にあたり、事前にご準備をお願いします。

払渡希望機関変更・年金請求の手続きを希望される方については

■ご用意いただくもの

050-1790-9181

国民年金基金 ｅ-私書箱ヘルプデスク

Eメール

電 話
平日9：00～17：30（土日祝日、年末年始はご利用できません）

eshishobako-npf-help@nri.co.jp

ご利用についてのご不明点は、こちらにお問合せください。

OR
スマートフォン
をお使いの方

スマートフォン

パソコンをお使いの方

パソコン

ICカードリーダライタ

+

マイナンバー
カード

利用者証明用電子
証明書パスワード
（数字4 桁）

署名用電子証明書
パスワード

（半角英大文字と数字
を含む6～16文字）

⇔

公金受取口座登録

が必要になります。
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２．お手続き方法

e-私書箱でのお手続きの流れを説明します。

【お手続きいただく際のご注意】

・365日24時間お手続きを行うことができます。（メンテナンス時は除く）
年金請求に関しては平日の9時～23時にお手続きを行うことができます。

・お手続きが完了するまでに1か月程度（年金請求に関しては2か月程度）お
時間がかかることがあります。
お手続きの状況については当サービス内でご確認いただくことができます。

・在外居住者、もしくは海外への移住を予定されている方等はお手続きを行
うことができません。

①事前説明

②同意画面

⑥手続き完了

⑤申請完了

④申請内容確認

③申請内容入力

⑦返戻・返却

内容を確認し、申請を返
戻・返却させていただく
ことがあります。

⑧送付物の発送
該当の手続きのみ

O K N G
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２．お手続き方法 （共通）

国民年金基金オンライン手続きサービスTOP
ページの下部にある「ログイン」を押します。
マイナンバーカードの読み取り方法を選択し
た後、カードをかざしてログインします。

複数基金にご加入いただいている方はお手続
き可能な基金名称が表示されます。
お手続きをする基金名称を選択してください。
なお、各基金ごとに全ての基金へお手続きを
行っていただく必要がありますのでご注意く
ださい。

マイナンバーカード
の読み取り

 ＋

パソコン
スマート
フォン

＜注＞国民年金基金オンライン手続きサービスとｅ-私書箱のアカウント作成・連

携が完了した方がご利用いただけます。未登録の方は「国民年金基金オンライン

手続きサービス～事前準備編～」をご覧ください。

ログイン後TOP画面で各種サービ
スの「諸手続き」ボタンを押下し
ます。

諸手続き

各種届書を電子申請する。

複数基金にご加入されている方
のみ表示されます。

「OK」ボタンを押下し、次の画
面に進みます。

手続き可能な基金
名称が表示されま
す。各基金ごとに
手続きが必要です
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２．お手続き方法 （共通）

1

3

2

1 ご契約者情報

現在、ご選択いただいた基金に登録され
ている情報を表示します。
生年月日・性別の変更は電子申請で行う
ことができませんのでご選択した基金ま
でお問い合わせください。

手続状況

直近3ヶ月に申請された手続の状況を表
示します。「詳細」ボタンを押下する
と、詳細な手続き内容を確認すること
ができます。

2

手続一覧

利用可能な手続きを表示します。希望の
手続きを選択してください。
各手続きについては以下のページをご確
認ください。

【氏名・住所・電話変更】
⇒ｐ.6～

【払渡希望機関変更】（受給者）
⇒ｐ.8～

【年金請求】（受給権発生日（60歳また
は65歳の誕生日の前日）以降）
⇒ｐ.10～

【証書の再発行】
⇒ｐ.12～

3
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２．お手続き方法 （氏名・住所・電話変更）

手続きにあたっての事前説明・同意画
面です。内容をよくご確認いただいた
上で手続き開始してください。

①

現在の登録情報を確認した上で、希望
する手続き名称を選択します。（複数
手続き選択可能）

【お手続きいただく際のご注意】
・マイナンバーカードに登録されている氏名・住所が最新の情報に更新され
ていることが必要です。

≪加入員・受給者の氏名変更を申請する方へ≫
・ご登録の住所宛てに証書をお送りいたします。登録住所のご確認をお願い
します。

≪受給者の氏名変更を申請する方へ≫
・変更後氏名宛てに年金振込を行います。氏名変更手続きが完了するまでの
間は変更前氏名宛てに年金振込を行いますのでご注意ください。

・年金受取口座の名義人名と変更後氏名が異なる場合は年金振込ができない
場合がございます。

≪加入員・受給者の住所変更を申請する方へ≫
・今後の郵便物の発送先となりますので、郵便物を受け取ることができる居
所をご登録ください。

② ③

氏名・住所・電話番号をオンラインで変更することができます。
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２．お手続き方法 （氏名・住所・電話変更）

「住所を変更する」を選択した方は住所
種別が表示されます。

変更情報については「マイナンバーカー
ドから取得」を押下し、マイナンバー
カードをかざして情報を取得します。
カードから情報が取得できない項目は手
入力します。

内容確認画面で申請内容の確認を行った
上で「提出する」ボタンを押下し、受付
完了画面が表示されることを確認します。

マイナンバーカード
の読み取り

 ＋

パソコン
スマート
フォン

手入力

「住所を変更する」を選択した
方のみ表示されます。

④

手続きが完了しましたら手続き完了
メールが届きます。
内容を確認し、申請を返戻・返却させ
ていただくことがあります。その場合
は理由を確認のうえ、必要に応じて再
度申請をお願いいたします。

⑥
⑤

O K
N G

ー7ー

⑦



２．お手続き方法 （払渡希望機関変更）

【お手続きいただく際のご注意】

・マイナポータルで公金受取口座の登録が完了している方のみ手続きいただ
くことができます。公金受取口座以外の登録を希望する場合は書面での手
続きが必要です。

・申請後に公金受取口座の変更を行っても、自動で年金受取口座は変更され
ません。変更が必要な場合は、再度払渡希望機関変更を申請してください。

・払渡希望機関変更では、口座名義人の変更はできません。年金振込の名義
は、お客様氏名カナ宛てに行いますので口座名義人の変更が必要な方は別
途氏名変更手続きを行ってください。

・申請から手続き完了までの間は、現在の口座への振込となりますのでご注
意ください。

払渡希望機関をオンラインで変更することができます。

手続きにあたっての事前説明・同意画面で
す。内容をよくご確認いただいた上で手続
き開始してください。

① ②

現在の登録情報を確認します。
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２．お手続き方法 （払渡希望機関変更）

変更情報について「マイナポータルから取
得」を押下し、マイナンバーカードをかざ
して情報を取得します。

内容確認画面で申請内容の確認を行った
上で「提出する」ボタンを押下し、受付
完了画面が表示されることを確認します。

④

マイナンバーカード
の読み取り

 ＋

パソコン
スマート
フォン

③ ⑤

手続きが完了しましたら手続き完了メール
が届きます。

内容を確認し、申請を返戻・返却させ
ていただくことがあります。その場合
は理由を確認のうえ、必要に応じて再
度申請をお願いいたします。

⑥

O K
N G
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２．お手続き方法 （年金請求）

手続きにあたっての事前説明・同意画面
です。内容をよくご確認いただいた上で
手続き開始してください。

①

現在の登録情報を確認した上で、希望
する手続き名称を選択します。（複数
手続き選択可能）
現在の登録情報を確認した上で、希望
する手続き

希望する手続き名称を選択します。そ
の後マイナンバーカードをかざして変
更情報を取得します。
詳細な手続きについてはｐ.6～の氏
名・住所・電話変更の手順をご参照く
ださい。

②
氏名・住所・電話変更の手続き
を同時に希望する方のみ

【手続きいただく際のご注意】

・マイナンバーカードに登録されている氏名・住所が最新の情報に更新さ
れていることが必要です。

・マイナポータルで公金受取口座の登録が完了している方のみ手続きいた
だくことができます。公金受取口座以外の登録を希望する場合は書面で
の手続きが必要です。

・国民年金の老齢基礎年金を65歳からではなく、60歳～65歳前に繰り上げ
て受給する方は、年金受給後または繰り上げ手続きから3ヶ月程度経過
してから申請してください。お急ぎの方は書面でのお手続きをお願いし
ます。なお、老齢基礎年金を一部繰り上げで受給者されている方は本サ
イトで手続きすることができません。書面でのお手続きをお願いします。

・基金から送付された年金請求書に「公的年金等の受給者の扶養親族申告
書」もしくは「個人番号提供依頼書」が同封されている方は、本手続き
とは別に郵送で基金宛てに返送してください。

年金請求手続きをオンラインで行うことができます。

③
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２．お手続き方法 （年金請求）

老齢基礎年金状況については「マイナ
ンバーカードから取得」を押下し、マ
イナンバーカードをかざして情報を取
得します。

内容確認画面で申請内容の確認を行った
上で「提出する」ボタンを押下し、受付
完了画面が表示されることを確認します。

マイナンバーカード
の読み取り

 ＋

パソコン スマート
フォン

払渡希望機関情報について「マイナン
バーカードから取得」を押下し、マイナ
ンバーカードをかざして情報を取得しま
す。
詳細な手続きについてはｐ.8～の払渡希
望機関変更の手順をご参照ください。

マイナンバーカード
の読み取り

 ＋

パソコン スマート
フォン

④ ⑤

手続きが完了しましたら手続き完了メー
ルが届きます。

内容を確認し、申請を返戻・返却さ
せていただくことがあります。その
場合は理由を確認のうえ、必要に応
じて再度申請をお願いいたします。

⑥

O K
N G
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２．手続き方法 （証書の再発行）

加入員証及び年金証書の再発行手続きをオンラインで行うことができます。

【手続きいただく際のご注意】

・掛金をお支払い中の方（加入員）や、年金の受給開始前の方（待機者）
は「加入員証」の再発行が可能です。年金を受給中の方（受給者）は
「年金証書」の再発行が可能です。

・手続き完了後、登録氏名・住所宛てに郵送物が郵送されます。
現在の登録内容に変更がある場合は、先に変更手続きを済ませたう
えで、申請してください。

・申請は記入済の再発行申請書の画像をアップロードすることで行います。
申請書を撮影する際は、申請書全体が鮮明に写るようご注意ください。
文字が判読できない場合や一部が欠けている場合は受付できない可能性
があります。

手続きにあたっての事前説明・同意画面
です。内容をよくご確認いただいた上で
手続き開始してください。

②

国民年金基金のホームページより加入員
証再発行申請書もしくは年金証書再発行
の申請書をダウンロードして印刷します。
印刷した申請書に必要事項を記入してく
ださい。

①
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２．手続き方法 （証書の再発行）

表示されるポップアップに沿って申請
書の画像をアップロードします。

内容確認画面で申請内容の確認を行った
上で「提出する」ボタンを押下し、受付
完了画面が表示されることを確認します。

現在の登録情報を確認します。
対象のお手続きで「加入員証または年金
証書の再発行」を選択したうえで「ファ
イルを選択する」を押下します。

④

手続きが完了しましたら手続き完了メー
ルが届きます。

内容を確認し、申請を返戻・返却さ
せていただくことがあります。その
場合は理由を確認のうえ、必要に応
じて再度申請をお願いいたします。

⑥

使用する端末によって表示が異
なる場合があります。

③

O K
N G

⑤
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国民年金基金 
ｅ-私書箱ヘルプデスク

Eメール

電 話
平日9：00～17：30

（土日祝日、年末年始はご利用できません）

「ｅ－私書箱」や「国民年金基金オンライン手続きサービス」
のご利用についてのお問合せについてはこちら

eshishobako-npf-help@nri.co.jp

３．お問い合わせ先

050 – 1790 – 9181
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項番 質問 回答

1 申請はいつでもできます
か？

氏名・住所・電話番号変更、払渡希望機関変更、証書
の再発行ならびにご本人以外からのお手続きに関して
は、休日・祝日を含む24時間365日お手続きが可能で
す。一方、年金請求は平日8時～23時に限りお手続き
が可能です。なお、サーバーメンテナンス等でご使用
いただけない場合がありますので、ご了承ください。

2 選択したい基金が表示され
ません。

現在お手続き可能な基金のみ表示しております。なお、
管轄基金が変更となった場合でも、当サービスへ反映
されるまでにお時間がかかる場合がございます。お時
間を空けてから改めてお手続きをお願いします。

3 手続き完了までにどれくら
い時間がかかりますか？

申請完了から処理を実施し、完了まで1か月程度（年
金請求手続きの場合は2ヶ月程度）お時間を要する場
合がございます。

4 氏名変更の手続きで表示さ
れた氏名漢字が券面と異
なっています。

マイナンバーカードに電子的に登録されている氏名漢
字は、電子証明書で使用できない文字に該当する場合、
一般的な文字（代替文字）に置き換えられています。
一般的な文字でもお手続きは可能です。ただし、氏名
変更および年金請求の手続きをされた場合には、基金
で管理する氏名漢字は一般的な文字（代替文字）に置
き換わります。変更を希望しない場合には、書面でお
手続きください。

5 扶養親族等申告書が書面で
同封されていませんが、提
出しなくてよいのですか？

扶養親族等申告書は該当年中に支払われる年金額が一
定額以上の方にお送りしております。該当しない方に
ついては書面送付されませんので提出は不要です。

Q＆A
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